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〓お知らせ〓 

 

 

 

 

 

 

 

年末および年始における業務のお知らせ 
 

 

 

 

 

１． 年末における業務は１２月２８日（木）まで、年始における 

業務は１月４日（木）から行います。 

 

２．年内に検査・登録を行う 

① 新規検査等届出書の提出が必要な自動車 

② 並行輸入自動車届出書の提出が必要な自動車 

③ 改造自動車届出書の提出が必要な自動車 

については、１２月１４日（木）までに届出書を提出してください。 

 

令和５年１１月２０日  

自動車技術総合機構  

山梨事務所⾧  
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（軽自動車検査協会より） 
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１２月１０日（日）から令和６年１月１０日（水）までの間、令和５年度「年末年始の輸送等に関する安全総点

検」を実施する旨、山梨運輸支局長より通達がありました。   

標記運動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施」について 

令和５年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施細目（抜粋）           

                                                               関東運輸局山梨運輸支局 

○実施時期                            

令和５年１２月１０日（日）～令和６年１月１０日（水） 

 

○重要点検事項及び点検項目 

（１）社内規定等の整備 

① 作業の安全を図る安全服務規律等社内規程が制定されているか。  

② 社内規定の内容が適正であるか、また、従業員などに周知徹底されているか。 

（２）飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況 

① 飲酒運転防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。  

② 覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。 

（３）車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の車輪脱落事故防止対策

及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況） 

① 自動車点検基準に基づく日常点検及び定期点検整備が的確に実施されているか。 

② 過積載、暴走等を助長するような車両の不正改造の防止が徹底されているか。 

（４）新型インフルエンザ等感染症の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物

資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状

況 

① ポスター類の掲示、放送などにより、公共交通機関の車内・構内等におけるマスク着用、咳

エチケット等を呼びかけているか。 

② 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底が図られて

いるか。 

③ インフルエンザ等の流行に備え、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため

に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めて

おく事業継続計画、または対応マニュアルが策定されているか。 

 

○実施事項 

 （１）整備事業者においては、自動車使用者に対し、日常点検、定期点検、定期点検整備の励行を

指導すること。また、後部座席を含むシートベルト着用の徹底とチャイルドシート使用の徹

底を図ること。 

 （２）リボンの着用、垂れ幕等を掲出するとともに、点検事項を掲示するなどして総点検の趣旨の

徹底を図ること。 
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 独立行政法人自動車技術総合機構における 

「ＯＢＤ検査ポータル」のリリースについて 
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令和６年１０月より、検査用スキャンツ－ルを用いたＯＢＤ検査の本格運用が開始されます。この本格運

用に向けたプレ運用（習熟期間）が１０月から開始されました。 

 認証及び指定工場においてＯＢＤ検査及びプレ運用を行うには、事前にＯＢＤ検査システムに「事業場Ｉ

Ｄ申請」が必要となり、今年４月より「ＯＢＤ検査ポ－タルサイト」において受付が開始されております。ＯＢＤ

検査システム及び登録に必要な情報は下記のＯＢＤ検査ポ－タルサイトからご確認願いします。 

（各種マニュアル類も下記のＯＢＤ検査ポ－タルサイトから入手できます。） 

https://www.obd.naltec.go.jp/ 

 

～【ＯＢＤ検査について】～ 

● 指定工場は、対象車の完成検査時に「ＯＢＤ検査」が必要になります。 

  （検査用スキャンツールを使用します。） 

ＯＢＤ検査システムの「事業場ＩＤ申請」を受付けております 
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● 認証工場についても、自工場で検査用スキャンツールを使用して「ＯＢＤ検査と同等の確認（ＯＢＤ確

認）」を実施した場合、原則として車検場においてＯＢＤ検査が省略されます。 

 

● ＯＢＤ検査（確認）及びプレ運用を行うには、事前にＯＢＤ検査システムへの利用申請が必要になります。

なお、自工場でＯＢＤ検査（確認）を実施せずに対象車を車検場に持ち込む場合には、ＯＢＤ検査を車

検場で実施するため利用申請は不要となります。 
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＜振興会が実施する一括申請について(会員様向け)＞ 

ＯＢＤ検査システムの利用を希望する会員事業場の情報を振興会でとりまとめて、自動車技術総合

機構（運用管理センター）に「事業場ＩＤ申請」を一括申請します。 

振興会を経由した一括申請を希望される場合は、振興会ホームぺージ→会員ページ→会員専用ペー

ジ→振興会からのお知らせ→ ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請について→ＰＤＦ資料を参照して

いただき必要書類(Excel デ－タ)を添付の上、下記アドレス宛にメール送信にてお申し込み下さい。 

なお、送信元であるメ－ルの件名は「ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請」と入力して送信して下さい。 

メ－ルアドレス  ｓｉｄｏｕ＠ａｍｓ-ｎｅｔ．ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①振興会ホームページ会員ページへ         ②振興会からのお知らせ 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）       ボタンをクリック 

 

③ ＯＢＤ検査システムのＩＤ一括申請について      ④必要書類(Excel データ)を添付の上、 

→ＰＤＦ資料参照                               メール送信 

 

なお、振興会が実施する一括申請は登録のみとなります。その後は自動車技術総合機構（運用管

理センタ－）より申請完了及びクライアント証明書の招待コードのメールが届きますので、ご確認頂き、

各事業場で作業（アプリのインストール等）を進めてください。 

 

 また、振興会での一括申請は複数の事業場から申請があることから、登録には一定の時間を要しま

す。早急に事業場 ID が必要な方は OBD 検査ポータル (naltec.go.jp)【独立行政法人 自動車技術総

合機構】より個別に事業場登録をお願いします。 

 

＜検査用スキャンツールの認定機器一覧の公開について＞ 

令和６年１０月より、ＯＢＤ検査制度が導入されることに伴い、一般社団法人日本自動車機械工具協

会のホームページにおいて、認定された検査用スキャンツ－ル型式一覧表が掲載されております。 

今後も随時更新されますので、必要に応じてご確認ください。 

 

  一般社団法人日本自動車機械工具協会ホ－ムペ－ジ  https://www.jasea.org/ 

 

振興会ホームページ 
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国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」

が開設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツールの情報等

が掲載されましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ 
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整備事業者がリコール情報を確認する方法として、各自動車メ－カ－のホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコ－ル情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

「検索」ボタンをクリック 

 

 

リコール検索システムをご利用ください 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 
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①日整連ホームページ下段へ 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


